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日本司法支援センターの役員の退職金に係る

業績勘案率の決定方法について（案）

平成２１年 ７月１０日 決 定

平成２３年 ８月 ５日 改 訂

平成３０年●●月●●日 改 訂

日本司法支援センター評価委員会

日本司法支援センター（以下「支援センター」という。）の理事長，理事及び

監事（非常勤の者を除く。以下「役員」という。）の退職金に係る業績勘案率の

決定方法については，「独立行政法人，特殊法人及び認可法人の役員の退職金に

ついて」（平成２７年３月２４日閣議決定）の趣旨を踏まえ，以下のとおりとす

る。

１ 基本的考え方

(1) 役員の退職金に係る業績勘案率は，支援センターの業務実績評価に応じ，

0.0から2.0の範囲内において，決定する。

(2) 業績勘案率は，当該役員の退職した日の属する事業年度に係る業務の実績

に関する評価（以下「年度評価」という。）の確定後に決定する。

(3) 理事長の業績勘案率は，中期目標期間の評定を用いて算定する。ただし，

中期目標期間の途中における退任等，中期目標期間の評定を用いることが適

当でない場合は，在職期間の全期間に対応する年度評価の評定を用いて算定

する。

(4) 理事の業績勘案率は，在職期間の全期間に対応する年度評価における①当

該理事の職務に係る担当業務，②業務運営の効率化に関する事項，③財務内

容の改善に関する事項及び④その他法務省令で定める業務運営に関する事項

についての評定を用いて算定する。

(5) 前記(3)及び(4)の「在職期間の全期間」のうち，在職期間が１年未満とな
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る年度については，当該年度の評定を用い，当該年度の在職月数に応じ調整

し算定する。この場合において，当該役員の就任前又は退任後に発生した事

象が当該年度の評定に大きな影響を与えており，当該年度の評定を用いるこ

とが明らかに不合理である場合は，業績勘案率の算定のため評定を調整する

ことができる。この場合，調整した評価項目，調整状況及び調整理由を明ら

かにしなければならない。

(6) 在職期間のうち，年度途中に担当業務の変更等があった年度については，

前記(5)を準用する。

(7) 監事の業績勘案率は1.0を基本とする。ただし，次号に該当する場合は，

その程度に応じて業績勘案率を加算することができるほか，支援センター及

び役職員の不適切な業務執行や不祥事等に対し，適切な事後処置等を履行し

なかった場合など監事の任務懈怠の場合は，その程度に応じて業績勘案率を

減算する。

(8) 役員の支援センターに対する特段の貢献が認められる場合は，その程度に

応じて業績勘案率を加算することができる。

(9) 業績の著しい悪化や，支援センターの解散等の結果を招いた場合などは，

役員の退職金の支給の可否そのものについて判断する。支給を可とする場合

においても，その程度に応じて業績勘案率を減算する。

（10）①組織的な法令・内部規程違反，②組織体質に起因する支援センター全

体の内部統制の欠如，③役職員の業務の不適切処理，④役職員の不祥事など

により，支援センターの信用失墜等が生じた場合は，その程度に応じて業績

勘案率を減算する。

２ 業績勘案率の決定方法

(1) 業務実績評価においては「Ｂ」評定が標準となることを踏まえ，役員の退

職金に係る業績勘案率は，以下により算定する。

＜在職期間が１年未満となる年度がない場合＞

【理事長】

中期目標期間の全ての個別評価項目の評定を評定換算表により点数化し，
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合計した数値を全評価項目数で除して求めた数値を業績勘案率とする（端数

が出る場合は，小数点以下第二位を四捨五入し，小数点以下第一位までとし

た数値とする。）。

また，中期目標期間の途中における退任等により中期目標期間の評定を用

いることが適当でない場合は，在職期間の全期間に対応する各年度の個別評

価項目の評定を評定換算表により点数化し，合計した数値を全評価項目数で

除して求めた数値を業績勘案率とする（端数が出る場合は，小数点以下第二

位を四捨五入し，小数点以下第一位までとした数値とする。）。

【理事】

在職期間の全期間に対応する各年度の個別評価項目のうち，前記１(4)に示

された事項の評定を評定換算表により点数化し，合計した数値を対応する全

評価項目数で除して求めた数値業績勘案率とする（端数が出る場合は，小数

点以下第二位を四捨五入し，小数点以下第一位までとした数値とする。）。

＜在職期間が１年未満となる年度がある場合等＞

理事長及び理事については，①各年度の個別評価項目の評定を評定換算表

により点数化し合計した数値を，対応する評価項目数で除して求めた数値に，

各年度の在職月数（１か月未満の期間は切り捨て）を12で除した数値を乗じ

て得た数値を求め，②在職期間の全期間の月数（１か月未満の期間は切り捨

て）を12で除した数値で，①で求めた当該年度ごとに得た数値の合計を除し

た数値を業績勘案率とする（端数が出る場合は，小数点以下第二位を四捨五

入し，小数点以下第一位までとした数値とする。）。

また，理事について，年度途中に前記１(4)①の担当業務の変更等があった

場合は，当該年度について担当業務の変更前後の在職月数に応じて計算する

こととし，在職期間が１年未満となる年度についての計算方法を準用して算

定した数値を業績勘案率とする（端数が出る場合は，小数点以下第二位を四

捨五入し，小数点以下第一位までとした数値とする。）。
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【評定換算表】

個別評価項目の評定 評定に対応する点数

Ｓ ２．０

Ａ １．５

Ｂ １．０

Ｃ ０．５

Ｄ ０．０

【監事】

前記１(7)のとおり，監事の業績勘案率は1.0を基本とし，支援センターに

対する特段の貢献又は任務懈怠の場合は，その程度に応じて加算又は減算し

た数値を業績勘案率とする。

(2) (1)にかかわらず，平成２５年度以前の年度に係る業績勘案率については，

別紙により算定する。

(3) 在職期間が平成２５年度以前及び２６年度以降の双方の期間にまたがる場

合，(1)及び(2)によりそれぞれ算定した業績勘案率を，各期間に対応する年

数で加重平均して算定する（端数が出る場合は，小数点以下第二位を四捨五

入し，小数点以下第一位までとした数値とする。）。

ただし，理事長については，(1)により算定を行った中期目標期間を除く

期間について別紙により算定を行い，それぞれにより算定した業績勘案率を，

各期間に対応する中期目標期間の年数で加重平均して算定する（端数が出る

場合は，小数点以下第二位を四捨五入し，小数点以下第一位までとした数値

とする。）。

３ 業績勘案率の決定手続

(1) 支援センターは，役員の退職者が出た場合，日本司法支援センター評価委

員会（以下「評価委員会」という。）に対し，業績勘案率の決定について書

面により依頼を行う。

(2) 評価委員会は，(1)の依頼を受けたときは，支援センターから所要の資料

の提出や説明を受けるなどして審議を行い，業績勘案率を決定して支援セン

ターに通知する。
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別紙

平成２５年度以前の事業年度の業務実績に係る業績勘案率は，「役員退職金に

かかる業績勘案率に関する方針」（平成１６年７月２３日政策評価・独立行政法

人評価委員会独立行政法人評価分科会決定）及び「今後の業績勘案率の取組につ

いて」（平成２１年３月３０日政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人

評価分科会決定）に示された考え方を踏まえ，以下により算定する。

なお，本文１のうち，(3)及び(4)は適用しない。

(1) 業績勘案率は，役員の在職期間の全期間に対応する年度評価の評定結果に

かかわらず，1.0とする。

(2) 在職期間中にわたり支援センターの業績が極めて好調な場合は（注１），

その程度に応じて業績勘案率を加算することができる。

(3) 在職期間の全期間に対応する年度評価において，①支援センターの主要業

務（注２）についてＣ評定がある場合，又は，②Ｄ評定の評価項目がある場

合は，その程度に応じて業績勘案率を減算する。

(4) 役員個人の業績に特段の加算要因（注３）がある場合は，その程度に応じ

て業績勘案率を加算することができる。

(5) 役員個人の職務と責任に関し，減算要因（注４）がある場合は，その程度

に応じて業績勘案率を減算する。

(6) 前記(5)の場合で，減算するべきではない特段の事情（注５）がある場合

は，当該事情を考慮することができる。

（注１）中期目標の想定を超える目覚ましい実績があり，国民の理解可能性が十分ある場合や，

全評価項目に占めるＳ（最上級）の評定が２割を超える場合など

（注２）原則として，支援センターの予算額に占める割合が10％以上又は当該業務に従事する

常勤職員数が全常勤職員の10％以上となる業務

（注３）斬新な取組や長年の困難の克服，経営の革新などの業績であって，多くの国民が賞賛

を惜しまない業績が，当該役員個人のイニシアティブによって実現した場合など

（注４）業務の著しい悪化，業務の不適切処理，職員の不祥事，ひいてはそれらによる支援セ

ンターの信用失墜の場合など

（注５）通常の原因分析と再発防止では足りず，不祥事等を機会に業務の抜本的な見直しなど

を行い，効率を格段に改善した場合や，不祥事時点での一時的な報酬の自主返納では

なく，支援センターとして報酬を減額した場合など


